
 

 

 

小諸市経済部商工観光課 

１ 申込みについて 

(1) ご使用いただける方 

    小諸市への移住を検討している方で、事前にセミナーや移住ツアー、相談会などに

参加している方、空き家バンク利用登録されている方 

(2) 使用日数 

    連続した７日（同一人物及び同一家族の利用は１年間４回まで） 

(3) 使用人数  一家族（２～４人程度） 

(4) 使用料   無料 

(5) 使用開始・使用終了 

   ・使用開始（火～金曜日の市役所開庁日） 14時～15時 

   ・使用終了（市役所開庁日） 9時～10時 

 

２ 施設について 

(1) 使用施設 

    小諸市移住体験施設（小諸市東雲三丁目 14番４号） 

(2) 設備品等 

   ・設備 台所・トイレ・洗面台・お風呂等 

   ・備品 電化製品（冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、洗濯機、掃除機、テレビ、家具調こ

たつ、ファンヒーター） 

       キッチン用品（調理器具、台所用洗剤、スポンジ、ポット、食器） 

       掃除用具（バケツ、雑巾、掃除用洗剤等、屋外掃除用品、雪かき） 

       消耗品（トイレットペーパー、小諸市指定ごみ袋、灯油（冬期）） 

   ※食材、調味料、箸、洗面用具、洗濯用品、風呂用品等生活用品はご持参ください。 

   ※寝具は使用者自身で準備してください。（有料レンタル業者あり） 

   ※その他、必要な物は使用者でご用意ください。 

 

３ 使用の流れ 

(1) 事前予約 

    使用を希望する場合は、平日８時 30 分から 17 時 15 分の間に、電話、ファクス、

メールのいずれかで空き状況の確認と仮予約を行ってください。（使用日の 60日前か

ら可） 

(2) 申込み 

   ・申込期限 使用開始日の 14日前まで（予約は１回につき１滞在分までです。） 

   ・必要書類 ①申請書 

 ②申込者の身分証明書（運転免許証・健康保険証）のコピー 

   ・申 込 先 小諸市役所商工観光課企業立地定住促進係 

(3) 決定通知 

    申込内容を審査し、「使用許可書」を郵送いたします。 

   ※予約を取り消す場合は、原則として 14日前までに小諸市商工観光課に連絡してくだ

さい。 

 

小諸市移住体験施設 使用案内 



(4) 使用開始手続き 

   ・手続き場所 現地 

   ・使用開始時間 14：00～15：00（平日） 

   ・お持ちいただくもの 使用許可書 

   ※使用に関する説明のお時間をいただきます。職員と備品等の確認を行ってください。 

   ※業者に寝具レンタルを申込みしている場合は、施設にて受け取りと代金の支払い（現

金）を使用者自身が行ってください。 

(5) 使用期間中 

   ・善良な良識を持って管理し、備品等の適切な取り扱いをお願いします。 

   ・生ごみや油類（食用油など）を台所の流しやトイレに流さないでください。 

   ・室内は禁煙です。 

   ・ごみの分別については、ごみカレンダー等をご覧いただき適切に処理してください。

分別等が不十分な場合は回収できません。回収できないごみはご自分で持ち帰ってい

ただきます。 

   ・施錠はしっかり行ってください。万一、盗難にあった場合でも市は一切責任を負い

ません。 

   ・冬期は、水道の凍結に十分注意してください。（凍結防止帯のコンセントは抜かない

でください。） 

   ・車の運転は、十分注意してください。 

   ・降雪時には、施設の庭及び道路の雪かきを地域の皆さんと協力して行ってください。 

 (6) 退去前の清掃等 

   ・使用終了の手続きの前に、使用した施設の清掃（特に換気扇、ガス台、風呂、洗面

所、トイレ）及びごみの処理をお願いします。 

   ・寝具をレンタルしている場合は、必ず退去前に返却してください。（やむを得ず、利

用終了後に返却するときは、予め担当者に相談してください。） 

 (7) 使用終了手続き 

   ・退去時に鍵を職員に返還してください。 

   ・立会い職員と備品等の確認を行ってください。 

   ・退去時間 ９：00～10：00（平日） 

   ※退去時間に変更が生じる場合は、市担当者に連絡してください。 

   ※使用日数は７日間ですが、やむを得ない理由で退去日は早まる場合は、市担当者に

相談してください。 

   ※使用日数の延長は受付できません。 

 

４ その他 

・当施設はホテルや旅館ではありません。趣旨をご理解いただきルールを守ってご使用

ください。 

・ペットは屋内、屋外問わず禁止します。 

・公共交通機関での移動は困難ですので、お車でお越しになることをお薦めします。 

・冬期はスタッドレスタイヤ（チェーン）を必ず装着してください。 

 

５ お申し込み・お問い合わせ 

   小諸市役所 経済部 商工観光課 企業立地定住促進係  

〒384-8501 長野県小諸市相生町三丁目３番３号 

TEL：0267-22-1700（内線 2214） FAX：0267-24-3570 

E-Mail：kigyou@city.komoro.nagano.jp 


